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平成 27 年産米殻の飼料利用について 

 

平成 27 年 6 月 3 日付け 27 生畜第 370 号及び 27 生産第 798 号をもって、農

林水産省生産局畜産部畜産振興課長及び同局農産部穀物課長の連名で別添写

しのとおり通知がありました。 

このたびの通知は、平成 27 年産米殻であって家畜の飼料として利用するも

の（新規需要米として生産される飼料用米に限らず、主食用米の規格外米やふ

るい下米、自家利用する主食用米の飼料利用など家畜の飼料として供される全

ての米殻をいう。）の流通・利用については、食品中の放射性物資に関する「検

査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方（平成 26 年 3 月 20 日

原子力災害対策本部）」の改正（平成 27 年 3 月 20 日付け）を受け、対象自治

体が行う玄米の放射性物質検査は、一般検査又は全量全袋検査を行うこととさ

れ、原則として、自粛を行った上で、検査結果に基づく自粛解除の判断をする

取り扱いとしたので、当該地方農政局に対して管内の各都県に対し通知すると

ともに、農業者、流通業者等に対する徹底指導を通知した旨、承知するととも

に本会関係者への周知徹底が依頼されたものです。 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 駒田 

 TEL  03－3475－1601 










